
臨地実習において学生が行う
基本的な技術の水準の作成とその活用

～看護教育の立場から～

甲南女子大学看護リハビリテーション学部
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文部科学省：大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会

厚生労働省：看護基礎教育検討会

一般社団法人 日本看護系大学協議会

日本の看護学士教育について提言する機関

看護学教育のモデル・コア・カリキュラム（2017年10月）

看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと
卒業時到達目標（2018年6月）

看護基礎教育検討会報告書（2019年10月）

基本的な技術の水準について言及
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法制度上、他の医療職と
どのような関係に位置づくのか

図示
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看護師の定義

第一章 第五条 看護師の定義

この法律において「看護師」とは、
厚生労働大臣の免許を受けて、
傷病者若しくはじょく婦に対する
療養上の世話又は診療の補助を
行うことを業とする者をいう。

保健師助産師看護師法

N.Akimoto



病気（病態）を知っている

治療法を知っている

身体に働きかける看護技術を
持ち合わせている

これらをすべて用いて日常生活
行動を支援する技術を
持ち合わせている

N.Akimoto



からだと生活の両方がわかる
唯一の医療職として

人間の全体性(being as a whole)

に基盤を置く

日常生活行動の支援を行なう
ことで、不快やつらさを緩和する

N.Akimoto



看護は、人々の
命を守り、暮らしを支える
ことができる

N.Akimoto



看護とは、その人の最適な健康状態をめざして
その人の主体的な24時間の生活の営みを
その人にふさわしく整えること
具体的には命を守ること、食・排泄・移動・
睡眠・清潔・更衣などをその人の病態や行われ
ている治療、その人の生活様式などをふまえて
適切に援助し、その人の日常生活行動を維持
する働きである

N.Akimoto



https://www.janpu.or.jp/db/study_flow.php

資格取得の流れ

N.Akimoto



2020年度 看護系大学の数

2020年度 の教育課程数は、 274 大学、 289 課程 (1 大学で複数の教育課程
を有する大学がある)

平成3年（1991）が11大学 ⇒ 令和2年（2020） 274 大学、 289 課程

定員 平成3年 558人 ⇒ 令和2年 24,878人

11

194
289H23

R2

H3

（文部科学省高等教育局医学教育課 調べ）

N．Akimoto



（校）

（年度）

（名）

558人

17,779人

注：1大学で複数の教育課程を有する大学があるため、教育課程数で 計上すると、H25年度は216課程となる。

看護系大学数及び入学定員の推移

2013/6/2
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看護系大学と指定規則

保健師助産師看護師学校養成所指定規則

N．Akimoto



指定規則は、看護職の国家試験受験資格を付与することができる、
一定の水準を備えた学校及び養成所を指定する基準と手続きを定め
たものであり、その教育に関し、教育内容及び施設・設備、教員等
の教育条件の水準確保という機能を果たしている。

保健師助産師看護師学校養成所指定規則（指定規則）と
は何なのか？



文部科学省と厚生労働省の共同省令

国家試験受験資格にかかわる

大学教育の大綱化

保健師助産師看護師学校養成所指定規則
（指定規則）とは何なのか？

指定規則がもつ重要な特徴



保健師助産師看護師学校養成所指定規則
（指定規則）とは何なのか？

文部科学省と厚生労働省の共同省令

看護専門
学校

指定

規則

大学

短期大学



保健師助産師看護師学校養成所指定規則
（指定規則）とは何なのか？

時間数

内容・単位数
単位数

大学教育の大綱化（平成７年）



2008年1月に保健師助産師看護師学校養成所指定
規則が改正された。
●前回の改正から10年以上が経過し、看護を取り
巻く環境の変化

●看護実践能力を強化

この背景には、特に新人看護師の看護実践能力の低
下に対する問題提起が含まれており、安全で安心で
きる医療体制構築に向けた看護基礎教育の充実が求
められた。この改正で、総単位数は97単位となり、
新たに統合分野が新設され、看護の統合と実践とい
う教育内容が追加された。

2008年（平成20）における指定規則の改正
2008(平成20)年1月8日公布 2009(平成21)年4月1日施行



2022年度以降における指定規則の改正

少子高齢化・地域包括ケアシステム構築の推進・人口及び疾病構造の変化
急速な情報通信技術（ICT）の導入
⇒ これらの変化に合わせて、患者をはじめとする対象のケアを中心的に担う

看護職員の就業場所は、医療機関に限らず在宅や施設等へ拡がっており、多様な
場において、多職種と連携して適切な保健・医療・福祉を提供することが期待
されており、対象の多様性・複雑性に対応した看護を創造する能力が求められて
いる。(厚生労働省）

令和元年10 月15 日 厚生労働省 看護基礎教育検討会報告書ｐ3より



特色ある教育を行い、自ら主体的に考え行動できる
人間性豊かな看護師等を育成することは、看護系大学
等の社会的使命である。そのため、指定規則に規定
される内容に加えて、独自の教育内容を教授する必要
があることから、指定規則に規定する総単位数は、
一定の範囲内に抑えることが適切である。

【指定規則を大学に適用する時に留意すること】

N．Akimoto
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N．Akimoto

文部科学省：大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会

厚生労働省：看護基礎教育検討会

一般社団法人 日本看護系大学協議会

日本の看護学士教育について提言する機関（再掲）

看護学教育のモデル・コア・カリキュラム（2017年10月）

看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと
卒業時到達目標（2018年6月）

看護基礎教育検討会報告書（2019年10月）

基本的な技術の水準について言及



文部科学省から出された看護学教育関連の各種報告

2002年 「大学における看護実践能力の育成に向けて」（看護学教育の在り方に関する検討会） （看護系大学数：96校）

2004年 「看護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時の到達目標」（看護学教育のあり方に関する検討会）

2007年 「指定規則改正への対応を通して追究する大学・短期大学における看護学教育の発展」（大学・短期大学におけ

る看護学教育の充実に関する調査協力者会議）

2009年 「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会第一次報告」（大学における看護系人材養成の在り方に

関する検討会）

2011年 「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会最終報告」（大学における看護系人材養成の在り方に関

する検討会）

2016年 「平成28年度 大学における医療人育成の在り方に関する調査研究委託事業 「看護系大学学士課程における臨地

実習の先駆的取り組みと課題 －臨地実習の基準策定に向けて－」（一般社団法人 日本看護系大学協議会）

2017年 看護学教育モデル・コア・カリキュラム～「学士課程においてコアとなる看護実践能力」の修得を目指した学

修目標～（大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会）

2019年 大学における看護系人材養成の充実に向けた保健師助産師看護師学校養成所指定規則の適用に関する課題と

対応策 （大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会 第一次報告）

http://jane-ns.org/wp/wp-content/themes/dest/assets/doc/library/2020_8_report.pdf



2017年
看護学教育モデル・コア・カリキュラム～「学士課程においてコアとなる
看護実践能力」の修得を目指した学修目標」～
（文部科学省：大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会）

看護学教育モデル・コア・カリキュラムとは、看護系の全ての大学が学
士課程における看護師養成のための教育（保健師、助産師及び看護師に
共通して必要な基礎となる教育を含む）において共通して取り組むべき
コアとなる内容を抽出し、各大学におけるカリキュラム作成の参考とな
るよう学修目標を列挙したものである。

社会の変化に応じて見直し、改訂を行う。

カリキュラムは、各大学が独自の理念や特色に基づいて自主的・自律的
に編成される。

学士課程における看護系人材養成の充実と社会に対する質保証に資する
ために作成された。

N．Akimoto



2017年
看護学教育モデル・コア・カリキュラム～「学士課程においてコアとなる
看護実践能力」の修得を目指した学修目標」～

（大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会）

看護コアカリは、看護職者として生涯にわたり求められる９項目の資
質・能力を培うため

学士課程で求める学修目標をＡからＧまでの大項目より構成され、この
大項目は、

多職種連携の観点から医学、歯学、薬学のモデル・コア・カリキュラム
との整合性を

とった項目となっている。

N．Akimoto



１ プロフェッショナリズム

２ 看護学の知識と看護実践

３ 根拠に基づいた課題対応能力

４ コミュニケーション能力

５ 保健・医療・福祉における協働

６ ケアの質と安全の管理

７ 社会から求められる看護の役割の拡大

８ 科学的探究

９ 生涯にわたって研鑽し続ける姿勢

A：看護職として求められる基本的な9項目の資質・能力

看護学教育モデル・コア・カリキュラム（2017）

N．Akimoto



B：社会と看護学 (文化・制度・健康との関連）

C：看護の対象理解に必要な基本的知識（全体的存在としての人間の理解・生活者）

D：看護実践の基本となる専門基礎知識（個別の看護実践と組織における看護職の役割）

E：多様な場における看護実践に必要な基礎知識（医療機関・在宅。保健福祉機関・学校

などの多様な場での看護実践）

F：臨地実習（知識・技術の統合、対人関係能力や倫理観の育成）

G：看護学研究（将来的研究活動の基盤を作る）

B～G：看護実践能力の修得に必要な学修目標

看護学教育モデル・コア・カリキュラム（2017）

N．Akimoto



A

B
C

D
E

F

G

A～Gの関係

看護学教育モデル・コア・カリキュラム

N．Akimoto



D

Dに注目

看護学教育モデル・コア・カリキュラム

N．Akimoto

基本的な看護技術

D-2-2) 看護実践に共通する看護基本技術
D-2-2)-(1) 観察・アセスメント
D-2-2)-(2) 安全を守る看護技術
D-2-2)-(3) 安楽を図る看護技術
D-2-3) 日常生活の援助技術
D-2-4) 診断・治療に伴う援助技術



D-2-3) 日常生活の援助技術
学修目標：

① 環境調整技術を修得する。

② 食事援助技術を修得する。

③ 排せつ援助技術を修得する。

④ 活動・休息援助技術を修得する。

⑤ 清潔・衣生活援助技術を修得する。

⑥ 呼吸・循環を整える技術を修得する。

N．Akimoto



D-2-4) 診断・治療に伴う援助技術
学修目標：

① 検査に伴う援助技術を修得する。

② 創傷管理技術を修得する。

③ 与薬の技術を修得する。

④ 救命救急処置技術を修得する。

⑤ 症状・生体危機管理技術を修得する。

N．Akimoto



臨地実習の捉え方
「看護学教育の在り方に関する検討会」が平成 14 年度にまとめた報告書

看護学教育モデル・コア・カリキュラムにおける

N．Akimoto

看護の臨地実習は、看護職者が行う実践の中に学生が身を置き、看護職者の立場でケアを行うことで
ある。
この学習過程では、学内で学んだ知識・技術・態度の統合を図りつつ、看護方法を習得する。学生は、
対象者に向けて看護行為を行い、その過程で、学内で学んだものを自ら実地に検証し、より一層
理解を深める。
看護の方法について、「知る」「わかる」段 階から「使う」「実践できる」段階に到達させるために
臨地実習は不可欠な過程である」と位置付 けられている。看護実践能力は、学生が行う看護実践を
通して、「看護ケアを受ける対象者と 相対し、緊張しながら学生自ら看護行為を行うという過程で
育まれていくもの」であり、十分な 指導体制と適切な臨地実習の場の確保が必要である。
この際、現場で直接体験しなければならない内容やレベルを明確にするこ とも、学生が実習に臨む
動機付けとして望ましい。⇒ 必須だとは言っていない



なぜ指導者が
必要なの？

N．Akimoto



学
生
の
権
利

学生の権利：教育を受ける権利

患
者
の
権
利

患者の権利：適切な看護を受ける権利

指導のあり方の基本（重要！！）

指
導
者
の
役
割

N．Akimoto



学生が行うことは、学生にとっては学習
であると同時に対象者にとっては看護
であることが求められることになる。
しかし、学生は看護の学習の途上にいる者
であって看護に関しては素人であるため、
学生が行うことが対象者にとって看護である
ことを保証するための専門家の存在が
求められる。

N．Akimoto
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コアコンピテンシー
日本看護系大学協議会：看護学教育評価検討委員会）

単なる知識や技能だけでなく、様々な資源を活用して

特定の状況の中で複雑な課題に対応できるための核となる

能力

N．Akimoto

６群２５項目



Ⅰ群 対象となる人を全人的に捉える基本能力
1.看護の対象となる人と健康を包括的に理解する基本能力
2.人間を生物学的に理解しアセスメントに活かす基本能力
3.人間を生活者として理解しアセスメントに活かす基本能力
4.人間を取り巻く環境について理解しアセスメントに活かす
基本能力

Ⅱ群 ヒューマンケアの基本に関する実践能力
5.看護の対象となる人々の尊厳と権利を擁護する能力
6.実施する看護について説明し同意を得る能力
7.援助的関係を形成する能力

Ⅲ群 根拠に基づき看護を計画的に実践する能力
8.根拠に基づいた看護を提供する能力
9.計画的に看護を実践する能力
10.健康レベルを成長発達に応じてアセスメントする能力
11.個人と家族の生活をアセスメントする能力
12.地域の特性と健康課題をアセスメントする能力
13.看護援助技術を適切に実施する能力

Ⅴ群 多様なケア環境とチーム体制に関する実践能力
18.地域で生活しながら療養する人と家族を支援する能力
19.保健医療福祉における看護の質を改善する能力
20.地域ケア体制の構築と看護機能の充実を図る能力
21.安全なケア環境を提供する能力
22.保健医療福祉チームの一員として協働し連携する能力
23.社会の動向と科学技術の発展を踏まえて看護を創造すための基礎となる能力

Ⅵ群 専門職として研鑽し続ける基本能力 24.生涯にわたり継続して専門的能力を向上させる能力
25.看護専門職としての価値と専門性を発展させる能力

Ⅳ群 特定の健康課題に対応する実践能力
14.健康の保持増進と疾病を予防する能
15.急激な健康破綻と回復過程にある人を援助する能力
16.慢性・不可逆的健康課題を有する人を援助する能力
17.エンドオブライフにある人と家族を援助する能力

コアコンピテンシーに基づく
看護学士課程教育の構造（2018年6月改訂）

講義・演習・実習の相互フィードバックによる
実践能力の発展を図る

全ての基盤

６群25項目



13.看護援助技術を適切に実施する能力

N．Akimoto

③人的・物理的環境調整技術

①基本的な看護技術

②行動変容を促す看護援助技術

④社会資源の活用

⑤薬物療法に関連した人間の反応

⑥薬物療法中の看護援助技術



13.看護援助技術を適切に実施する能力(卒業時
の到達目標
①基本的な看護援助技術を習得し、指導のもとで実施できる

・食事、睡眠、排泄、活動、清潔など人間が健康な生活を営むために必要な活動を理解
し、ニーズを満たすための支援を理論的に計画することができ、基本的な実施技術を修
得する。

・呼吸、循環など生命維持に必要な人間の生物学的な機能を理解し、必要な看護を計画
し、安全に提供できる。

・健康課題に対する医療的介入を支援し、適切な医療の提供が行われるように創傷管理、
与薬、救急救命、症状管理、安楽の維持、感染予防、安全の保持などの基本的な医療支
援技術を提供できる。

・単に支援するだけでなく、可能な限り日常生活習慣の確立に関わる援助技術やセルフ
ケア向上のための支援方法を理解する。

N．Akimoto



N．Akimoto

①基本的な看護援助技術を習得し、指導のもと
で実施できる ⇒ 技術項目

ａ．環境調整技術

ｂ．食事援助技術

ｃ．排泄援助技術

ｄ．活動・休息援助技術

ｅ．清潔・衣生活援助技術

ｆ．呼吸・循環を整える技術

ｇ．創傷管理技術

ｈ．与薬の技術

ｉ．救命救急処置技術

ｊ．症状・生体機能管理技術

ｋ．感染予防の技術

ｌ．安全管理の技術

ｍ．安楽確保の技術



N．Akimoto

ここでもう一度

看護学教育モデル・コア・カリキュラム



D-2-3) 日常生活の援助技術
学修目標：

① 環境調整技術を修得する。

② 食事援助技術を修得する。

③ 排せつ援助技術を修得する。

④ 活動・休息援助技術を修得する。

⑤ 清潔・衣生活援助技術を修得する。

⑥ 呼吸・循環を整える技術を修得する。

N．Akimoto

看護学教育モデル・コア・カリキュラム



D-2-4) 診断・治療に伴う援助技術
学修目標：

① 検査に伴う援助技術を修得する。

② 創傷管理技術を修得する。

③ 与薬の技術を修得する。

④ 救命救急処置技術を修得する。

⑤ 症状・生体危機管理技術を修得する。

N．Akimoto

看護学教育モデル・コア・カリキュラム



看護学教育モデル・コア・カリキュラムと
コアコンピテンシーの活用方法

1．看護学教育モデル・コア・カリキュラム～(文部科学省）

2020/10/28

2．コアコンピテンシー(日本看護系大学協議会）

1、2を併せて活用し、さらに質の高い教育を目指す。

N．Akimoto



N．Akimoto

1、2を併せて活用し、さらに質の高い教育を目指す。

看護学教育モデル・コア・カリキュラムと
コアコンピテンシーが示している
援助技術を対比させて確認



① 環境調整技術を修得する。

② 食事援助技術を修得する。

③ 排せつ援助技術を修得する。

④ 活動・休息援助技術を修得する。

⑤ 清潔・衣生活援助技術を修得する。

⑥ 呼吸・循環を整える技術を修得する。

⑦ 検査に伴う援助技術を修得する。

⑧ 創傷管理技術を修得する。

⑨ 与薬の技術を修得する。

⑩ 救命救急処置技術を修得する。

⑪ 症状・生体危機管理技術を修得する。

ａ．環境調整技術

ｂ．食事援助技術

ｃ．排泄援助技術

ｄ．活動・休息援助技術

ｅ．清潔・衣生活援助技術

ｆ．呼吸・循環を整える技術

ｇ．創傷管理技術

ｈ．与薬の技術

ｉ．救命救急処置技術

ｊ．症状・生体機能管理技術

ｋ．感染予防の技術

ｌ．安全管理の技術

ｍ．安楽確保の技術

モデルコアカリキュラム(文部科学省） コアコンピテンシー（日本看護系大学協議会）



本日の内容

法制度上の看護の位置づけ

看護とは何か

看護系大学と指定規則

モデル・コア・カリキュラム

コアコンピテンシー

到達レベル

大学に適用するときの留意点

基本技術水準作成の背景 現行の基本技術水準

N．Akimoto

Ⅰ Ⅱ



N．Akimoto

到達度レベル

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン

看護師教育の技術項目と卒業時の到達度（2019/9/12）

（厚生労働省 看護基礎教育検討会）

日本看護系大学協議会が示している
技術項目に従っている



① 環境調整技術を修得する。

② 食事援助技術を修得する。

③ 排せつ援助技術を修得する。

④ 活動・休息援助技術を修得する。

⑤ 清潔・衣生活援助技術を修得する。

⑥ 呼吸・循環を整える技術を修得する。

⑦ 検査に伴う援助技術を修得する。

⑧ 創傷管理技術を修得する。

⑨ 与薬の技術を修得する。

⑩ 救命救急処置技術を修得する。

⑪ 症状・生体危機管理技術を修得する。

ａ．環境調整技術

ｂ．食事援助技術

ｃ．排泄援助技術

ｄ．活動・休息援助技術

ｅ．清潔・衣生活援助技術

ｆ．呼吸・循環を整える技術

ｇ．創傷管理技術

ｈ．与薬の技術

ｉ．救命救急処置技術

ｊ．症状・生体機能管理技術

ｋ．感染予防の技術

ｌ．安全管理の技術

ｍ．安楽確保の技術

モデルコアカリキュラム(文部科学省） コアコンピテンシー（日本看護系大学協議会）

この項目について
到達水レベルが
示されている



看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン
看護師教育の技術項目と卒業時の到達度（改正案）

２０１９年10 月15 日 厚 生 労 働 省

■卒業時の到達レベル
• ＜演習＞
Ⅰ：モデル人形もしくは学生間で単独で実施できる
Ⅱ：モデル人形もしくは学生間で指導の下で実施できる

• ＜実習＞
Ⅰ：単独で実施できる
Ⅱ：指導の下で実施できる
Ⅲ：実施が困難であれば見学する

（※いずれも実習中に機会が得られれば）

（看護基礎教育検討会）



環境調整技術 快適な療養環境の整備 Ⅰ Ⅰ

Ⅰ Ⅱ

食事の援助技術 食事介助（嚥下障害のある患者を除
く）

Ⅰ Ⅰ

食事指導 Ⅱ Ⅱ

経管栄養法による流動食の注入 Ⅰ Ⅱ

経鼻胃チューブの挿入 Ⅰ Ⅲ

排泄援助技術 排泄援助（床上、ポータブルトイレ、
オムツ等）

Ⅰ Ⅱ

膀胱留置カテーテルの管理 Ⅰ Ⅲ

導尿又は膀胱留置カテーテルの挿入 Ⅱ Ⅲ

浣腸 Ⅰ Ⅲ

摘便 Ⅰ Ⅲ

ストーマ管理 Ⅱ Ⅲ

項目 技術の種類 卒業時の到達度 演習 卒業時の到達度 実習

臥床患者のリネン交換



本日の内容

法制度上の看護の位置づけ

看護とは何か

看護系大学と指定規則

モデル・コア・カリキュラム

コアコンピテンシー

到達レベル

大学に適用するときの留意点

基本技術水準作成の背景 現行の基本技術水準

N．Akimoto

Ⅰ Ⅱ



各看護系大学は、教育理念と目標のもとに、系統性と
論理性を持つ独自の教育課程を編成している。

そのため、本報告で提示した看護実践能力の到達目標
やその到達度についても、大学ごとに吟味される。卒
業時までの到達度評価についても、それぞれの教育課
程にふさわしい位置づけで実施されることが望まれる。

N．Akimoto



卒業時の到達度評価は、4年間の教育課程の集大成の
評価であり、総合的能力の評価となる。

つまり、個々の学生の総合的な修得内容とレベルを保
証することになる。そのため、到達レベルに達してい
ない事が確認された場合、その学生にどのように教育
するのかが、重要な課題である。

評価の結果と単位認定との関係も明確にしておかなけ
ればならない。

N．Akimoto



評価の実施方法については、現在、各看護系大学が試
行的に行っているところである。

臨地実習との関連や、実施時期、実施回数等を含めて、
今後、各看護系大学がそれぞれの教育課程に適した方
法を開発することを期待したい。

N．Akimoto

大学に適用するときの留意点



．

N．Akimoto

大学の自主・自律

看護系大学はこれを参考にして独自の水準を
作成する

つまり



A私立大学の一例

到達度(レベル）

Ⅰ：知識としてわかる

Ⅱ：指導を受けながら実施できる

Ⅳ：ほぼ援助を受けることなく主体的に実施できる

N．Akimoto



看護師教育の技術項目
と卒業時の到達度

学年 1年 2年

前期 後期 前期
集
中

後期
集
中

選択 * * * * * * * *

■卒業時の到達度レベル
Ⅰ：単独で実施できる
Ⅱ：指導のもとで実施できる
Ⅲ：学内演習で実施できる
Ⅳ：知識としてわかる

形
態
・
機
能
学
Ⅰ

保
健
科
学
入
門

発
達
心
理
学

看
護
学
原
論

栄
養
・
代
謝
学

形
態
・
機
能
学
Ⅱ

形
態
・
機
能
学
演
習

臨
床
心
理
学

社
会
福
祉
論

ケ
ア
技
術
の
エ
ビ
デ
ン
ス
Ⅰ

看
護
人
間
関
係
論

感
染
免
疫
学

基
礎
病
態
学

教
育
学
入
門

医
用
物
理
学

国
際
環
境
・
衛
生
論

地
域
保
健
環
境
論

保
健
行
政
論

健
康
生
活
援
助
論
Ⅰ

健
康
生
活
援
助
論
Ⅱ

看
護
と
病
態
生
理
Ⅰ

看
護
と
病
態
生
理
Ⅱ

在
宅
看
護
論

成
人
看
護
学
概
論

看
護
過
程
論

老
年
看
護
学
概
論

小
児
看
護
学
概
論

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅰ

臨
床
薬
理
学

ﾍ
ﾙ
ｽ
ﾌﾟ
ﾛ
ﾓ
ｰ
ｼｮ
ﾝ
入
門

保
健
統
計
学

療
養
生
活
援
助
論
Ⅰ

療
養
生
活
援
助
論
Ⅱ

感
染
看
護
学
Ⅰ

成
人
看
護
学
Ⅰ

精
神
看
護
学
概
論

母
性
看
護
学
概
論

母
性
看
護
学

母
性
看
護
学
演
習
Ⅱ

小
児
看
護
学
演
習
Ⅰ

健
康
教
育
論

家
族
援
助
論

小
児
看
護
学

ﾍ
ﾙ
ｽ
ﾌﾟ
ﾛ
ﾓ
｜
ｼｮ
ﾝ
論

地
域
看
護
学
概
論

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅱ

技術の種類

卒業
時の
到達
度

環境調
整技術

患者にとって快適な病床環境を作ることができ
る Ⅰ

基本的なベッドメーキングができる Ⅰ

B国立大学の例



救命救急 緊急なことが生じた場合にはチームメンバーへの応援要請ができる Ⅰ

の処置技術 看護師・教員の指導のもとで、患者の意識状態を観察できる Ⅱ

モデル人形で気管確保が正しくできる Ⅲ

モデル人形で人工呼吸が正しく実施できる Ⅲ

モデル人形で閉鎖式心マッサージが正しく実施できる Ⅲ

除細動の原理がわかりモデル人形にAEDを用いて正しく実施できる Ⅲ

意識レベルの把握方法がわかる Ⅳ

止血方法の原理がわかる Ⅳ

症状・生体 バイタルサインが正確に測定できる Ⅰ

機能管理
技術

正確に身体計測ができる Ⅰ

患者の一般状態の変化に気付くことができる Ⅰ

看護師・教員の指導のもとで、系統的な症状の観察ができる Ⅱ

看護師・教員の指導のもとで、バイタルサイン・身体測定データ・症状
などから患者の状態をアセスメントできる

Ⅱ

看護師・教員の指導のもとで、目的に合わせた採尿の方法を理解し、
尿検体の正しい取り扱いができる

Ⅱ

看護師・教員の指導のもとで、簡易血糖測定ができる Ⅱ

看護師・教員の指導のもとで、正確な検査が行えるための患者の準備
ができる

Ⅱ

看護師・教員の指導のもとで、検査の介助ができる Ⅱ

看護師・教員の指導のもとで、検査後の安静保持の援助ができる Ⅱ

看護師・教員の指導のもとで、検査前、中、後の観察ができる Ⅱ

モデル人形または学生間で静脈血採血が実施できる Ⅲ

血液検査の目的を理解し、目的の合わせた血液検体の取り扱い方が
わかる

Ⅳ

身体侵襲を伴う検査の目的・方法、検査が生体に及ぼす影響がわか
る

Ⅳ



N．Akimoto

到達レベル活用方法

①学生自身の自己点検

②教員による意図的指導のための資料

③学生・教員・臨地の実習指導者の3者間での共有



N．Akimoto

最新の看護学実習ガイドライン（2020年3月30日）

学生が実施できる看護技術（ガイドライン ｐ7）

①学生が単独で実施できる技術

大学と実習施設との間で下記①～③について基準等を合意しておく必要が
ある。また、学生が理解できるよう実習要項等に明示することが望ましい。

（文部科学省 大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会）

②実習指導教員や看護師等の直接指導
の下に実施できる技術

③看護師等の実施を見学する技術



N．Akimoto

学生が自信をもって卒業していけるよう

看護技術の質保証を図ることが重要である。

まとめ



N．Akimoto

ご清聴いただき
ありがとうございました。


